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第１ 本書面の概要（甲５１４） 

被告関西電力は，ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層モデルによるＭ７．８の地

震を想定し，独自に作成した地盤構造モデル（関電地盤モデル）によって基準

地震動を策定している。すなわち，基準地震動を，地殻内地震のスケーリング

則に準じたＭ７．８の地震の震源特性と関電地盤モデルによるサイト特性とに

より計算しているのである。この際，スケーリング則が内包する１．４倍の偏

差を考慮していないが，保守性については短周期の振動レベルを１．５倍にす

るなどしてこれを持たせているとしている。 

これに対して原告らは，既に第６０準備書面において，大阪北部地震をＦＯ

－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層に適用して地震動を評価し，基準地震動が過小評価

であることを明らかにしているが，本書面では，赤松意見書（甲５１４）に基

づき，２０１６年に発生し，地殻内地震のスケーリング則に従う標準的な地震

であったとされる熊本地震の加速度記録を用いて同様の評価を行うこととする。

ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層で，スケーリング則に従う熊本地震と同じ震源

特性を有する地震が発生したとき，基準地震動を越えないのであろうか。 

熊本地震は前震がＭ６．５，本震がＭ７．３と，本震の方が規模が大きくな

っている（エネルギー費で１５．８倍）。第６０準備書面では大阪北部地震の

Ｍ６．１を基準地震動における想定＝Ｍ７．８にスケールアップして評価した

が（第６０準備書面３～４頁），本書面では熊本地震のＭ７．３等をそのまま

適用して評価する。具体的には，熊本地震の震源断層の直近にある防災科学技

術研究所の基盤強震観測網（ＫｉＫ－ｎｅｔ）の益城観測点（ＫＭＭＨ１６）

の，Ｓ波速度（Ｖｓ）２．７ｋｍ／ｓの岩盤に設置された地中地震計で記録さ

れた，前震で２８９ガル，本震で２８７ガル（３成分合成）の加速度波形を，

ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層に適用して原子炉基盤面の地震動を計算し，大

飯原発の基準地震動と比較する。 

これにより，基準地震動が，スケーリング則の平均値による震源特性と，増

幅率を小さくする関電地盤モデルであることとの相乗効果によって，過小に評

価されていることを明らかにする（下記２項(1)ないし(6)）。また，地震動は

断層走向方向の成分および直交成分が大きいので，形式的に東西，南北方向成
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分で計算した基準地震動は過小評価であることも合わせて指摘する（下記２項

(7)）。これらは，第６０準備書面同様，現に発生した地震の観測データを，Ｆ

Ｏ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層に適用して地震動を評価したものであり，実際に

あった断層破壊過程が用いられているのであるから，地震動評価の信頼性は格

段に高い。 

さらに，新たな視点として，ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層が震源断層とな

った場合，最新の技術・知見によって解明されてきた「おつきあい地震断層」

により，敷地内断層破砕帯とそれに伴うシームが原子炉建屋の立地する基盤面

に「くい違い」を生じさせる危険性のあることを明らかにする。この点につい

て，原子力規制委員会では一切議論されていない。 

 

第２ 熊本地震で記録された地震波動が原子炉直下の地盤に入射した場合 

１ 熊本地震の前震（Ｍ６．５）と本震（Ｍ７．３）の強震動生成域 

熊本地震についてAsano and Iwata(2016)が設定した断層モデルによる，断

層面の地表面投影図と断層面上のすべり量分布図は次頁（５頁）の図のとおり

である。  
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上図の地表面投影図では，前震の断層面の傾斜はほぼ鉛直であるので，震

源断層は青色の直線で示されている。本震の断層面は両セグメントとも傾斜

しているので断層面は幅を持って示されている。ＫＭＭＨ１６観測点は前震
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の断層線から約２．５ｋｍ離れている。本震では，観測点は布田川断層面（北

東側セグメント）の上に位置している。 

中図と下図はそれぞれ前震と本震の断層面上のすべり量の分布を示してい

る。両図とも右側が南西方向であるので，上図の平面図とは逆の位置関係に

あることに留意する必要がある。中図に示した前震は深さ８．５ｋｍ付近で

断層破壊が始まりその周辺付近ですべり量が大きい。下図の本震では，右側

（南西側）の日奈久断層面上の☆印で破壊が始まり，破壊が伝播して左側（北

東側）の布田川断層中央部付近のすべり量が最も大きい。 

２ 地震波の入射位置の設定 

ＫＭＭＨ１６地中観測点はＶｓ＝２．７ｋｍ／ｓ（標高－１９７ｍ）の岩

盤に設置されているところ，関電地盤モデルにおいて同じＶｓ＝２．７ｋｍ

／ｓの層は深さ０．７９ｋｍの第６層である。 

そこで第１～５層を地盤，第６層以下を地震基盤と考え，第６層から第５

層に熊本地震で観測された加速度記録の地震波が入射した場合の地表面の地

震動を計算する。 

３ 熊本地震の前震（Ｍ６．５）と本震（Ｍ７．３）の加速度記録 

(1) 前震 

前震のＫＭＭＨ１６地中水平動成分加速度記録は次頁（７頁）の図のと

おりである。加速度ピーク値は，ＮＳ成分は２３７ガル，ＥＷ成分は１７８

ガルである。 

地震波の震幅は断層の走向と振動方向の関係によって変化しており，次々

頁（８頁）の図のとおり，震動方向によって加速度ピーク値の最大値と最小

値には１．５６倍の開きがある。 
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(2) 本震 

本震のＫＭＭＨ１６地中水平動成分加速度記録は次頁（９頁）の図のと

おりである。加速度ピーク値は，ＮＳ成分は１５９ガル，ＥＷ成分は２４３

ガルである。 
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４ 地盤構造モデルと地盤による増幅率 

ＫＭＭＨ１６地中観測点で記録された地震波動が大飯原発原子炉直下の地

盤に入射したとして，原子炉が設置されている岩盤（解放基盤）の地震動を

評価する。検討に用いる地盤構造モデルは，被告関西電力が基準地震動策定

用に用いているモデル（関電地盤モデル）と，３号炉近辺の速度と地震波減

衰量とを考慮したモデル（３号炉地盤モデル）である。 

(1) 関電地盤モデル 

基準地震動策定用に用いているモデル（関電地盤モデル）の定数と地盤

増幅率は次頁（１０頁）の図「関電地盤モデル」のとおりである。 
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被告関西電力が基準地震動を評価した地盤モデルでは，第６層のＳ波速

度が２．７ｋｍ／ｓであるので，この層から上部の地盤にＫＭＭＨ１６の波

形が入射するとする。増幅率は表面効果により全ての周波数で２倍である。
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第１層のＳ波速度が２．２ｋｍ／ｓと大きく層厚も大きいので，表層による

増幅効果は小さい。また，減衰量（ｈ）が大きく設定されているので，増幅

率は高周波数域に向けて大きく減衰している（この点については第６０準備

書面６頁以下で詳述）。 

(2) ３号炉地盤モデル 

３号炉近辺の速度と地震波減衰量とを考慮したモデル（３号炉地盤モデ

ル）の定数と地盤増幅率は上図「３号炉地盤モデル」のとおりである。 

既述のとおり，関電地盤モデルの減衰定数（ｈ）は，大阪平野の土質地

盤の値よりも約１．５倍大きい。岩盤の減衰が土質地盤よりも大きいことは

あり得ないので，減衰定数は関電モデルの値の１／１．５（＝２／３）とし

た。３号炉地盤モデルの増幅率は，関電地盤モデルに比べ，８Ｈｚ以上の周

波数域で１．２～１．５倍大きい。 

５ 地盤モデルへの入力地震波 

(1) 距離減衰量の補正 

熊本地震のＫＭＭＨ１６地中加速度記録をＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断

層に適用するにあたっては，前震および本震のすべり量の大きい領域（強震

動生成域）が原発サイトの直下付近であるとして，ＫＭＭＨ１６の記録波形

に距離減衰量を補正（補正量ｋを算出）して地盤モデルへの入力波とする必

要がある1。 

そこで前震及び本震における補正量を求めると次のようになる。 

 

                                                   
1 補正量ｋの算出方法は次のとおり。 
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(2) 前震（Ｍ６．５） 

前震の断層面はほぼ鉛直（傾斜角８９°）であり，強震動生成域の深さ

を１０ｋｍ（図１）とすると，ＫＭＭＨ１６地中観測点までの距離は１２．

４ｋｍとなる。 

大飯原発サイトはＦＯ－Ａ断層線から南西方向に約２ｋｍ離れており，

また地盤下部のＶｓ＝２．７ｋｍ／ｓ層の上面は深さ０．７９ｋｍであるの

で，強震動生成域からの距離は９．４ｋｍである。 

波面の拡がりによる幾何減衰補正量は１．３２，Ｑによる減衰補正量は

０．１～２０Ｈｚで１．０６８～１．０４０であるので，簡単のために１．

０５とした。従って補正量ｋは１．３９となる。 

(3) 本震（Ｍ７．３） 

本震の布田川断層中央部の強震動生成域の深さを，断層面に沿って８ｋ

ｍ（図１）とすると，断層面の傾斜は６５°であるので，深さは７．２５ｋ

ｍとなり，ＫＭＭＨ１６までの距離は１１．７ｋｍとなる。 

ＦＯ－Ａ断層面も同じく６５°南西側に傾斜しているとすると，強震動

生成域は大飯原発サイトの南西側約１ｋｍとなり，サイト直下のＶｓ＝２．

７ｋｍ／ｓ層上面までの距離は６．５４ｋｍとなる。 

幾何減衰補正量は１．７９，Ｑによる減衰補正量は０．１～２０Ｈｚで

１．１２０～１．０６９であるので，簡単のために１．０８とした。これに

よると補正量ｋは１．９３となる。 

６ 大飯原発サイト解放基盤における強震動 

前震と本震について，それぞれ関電地盤モデルおよび３号炉地盤モデルに

入射した場合の地表面（解放基盤）における加速度波形と加速度応答スペク

トル（ｈ＝０．０５）を計算すると，次のとおりとなる。 

(1) 前震 

ア 関電地盤モデルの場合 

(ア) ＮＳ・ＥＷ方向 

加速度ピーク値Peakは，Peak_ＮＳ＝６５９ガル，Peak_ＥＷ＝４８

７ガルである。 

応答スペクトルは，０．２秒以上の周期帯でＳｓ－１を約１．７倍越



13 

 

える周期帯がある。 

(イ) 断層平行（∥）・直交（⊥）方向 

加速度ピーク値 Peak は，Peak_∥＝７８０ガル，Peak_⊥＝６５５ガ

ルである。 

応答スペクトルは，０．２秒以上の周期帯でＳｓ－１を約１．８倍越

える周期帯がある。 

イ ３号炉地盤モデルの場合 

(ア) ＮＳ・ＥＷ方向 

加速度ピーク値Peakは，Peak_ＮＳ＝７３５ガル，Peak_ＥＷ＝５２

８ガルである。 

応答スペクトルは，０．２秒以上の周期帯でＳｓ－１を約１．７倍越

える周期帯がある。 

(イ) 断層平行（∥）・直交（⊥）方向 

加速度ピーク値 Peak は，Peak_∥＝８４１ガル，Peak_⊥＝７４１ガ

ルであり，Peak_∥の値は，基準地震動８５６ガルの９８．２％である。 

応答スペクトルは，０．２秒以上の周期帯でＳｓ－１を約１．８倍越

える周期帯がある。 

(2) 本震 

ア 関電地盤モデルの場合 

(ア) ＮＳ・ＥＷ方向 

加速度ピーク値Peakは，Peak_ＮＳ＝６５６ガル，Peak_ＥＷ＝９８

８ガルであり，後者の値は基準地震動８５６ガルの１．１５倍となって

いる。 

応答スペクトルは，Ｓｓ－１の０．１２秒で約１．４倍，０．３５秒

以上で最大約３．８倍となっている。 

(イ) 断層平行（∥）・直交（⊥）方向 

加速度ピーク値 Peak は，Peak_∥＝７６０ガル，Peak_⊥＝１０１３

ガルであり，Peak_⊥の値は，基準地震動８５６ガルの１．１８倍とな

っている（ただし，断層平行・直交はそれに近いという意味で使ってお

り，断層平行はＮ１５°Ｅ，直交はＮ１０５°Ｅの方位である）。 
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応答スペクトルは，Ｓｓ－１の０．１２秒で約１．４倍，０．３５秒

以上で約３．３倍となっている。 

イ ３号炉地盤モデルの場合 

(ア) ＮＳ・ＥＷ方向 

加速度ピーク値Peakは，Peak_ＮＳ＝６９７ガル，Peak_ＥＷ＝１０

６７ガルであり，後者の値は基準地震動８５６ガルの１．２５倍となっ

ている。 

応答スペクトルは，Ｓｓ－１の０．１２秒で約１．７倍，０．３５秒

以上で最大約４倍となっている。 

(イ) 断層平行（∥）・直交（⊥）方向 

加速度ピーク値 Peak は，Peak_∥＝８１２ガル，Peak_⊥＝１０９５

ガルであり，Peak_⊥の値は，基準地震動８５６ガルの１．２８倍とな

っている。 

応答スペクトルは，Ｓｓ－１の０．１２秒で約１．７倍，０．３５秒

以上で約３．３倍となっている。 

(3) 被告関西電力の策定した基準地震動との比較 

以上のとおり，熊本地震の本震による速度応答スペクトルは，０．５秒

以上の周期で基準地震動Ｓｓ－２～Ｓｓ－１８より２～８倍，平均して４倍

程度大きい。Ｍ６．５の前震でも０．３秒以上の周期で基準地震動と同程度

の振幅である。 

基準地震動は「レシピ」に従って計算されたＭ７．８地殻内地震の平均

的な地震動である。熊本地震は地殻内地震のスケーリング則に従う標準的な

地震であったとされている。解放基盤の地震動を応答スペクトルで評価する

と，Ｍ７．８の地震を想定した基準地震動は，０．３秒以上の周期帯でＭ６．

５の実地震と同程度，０．５秒以上の周期帯ではＭ７．３の実地震の１／４

程度の大きさでしかない。 

基準地震動の想定するＭ７．８と，熊本地震のＭ７．３とでは，地震の

規模が何倍も違っており，後者の程度の地震が発生する可能性は十分にある。

被告関西電力の基準地震動を耐震基準とした大飯原発は，そのような地震に

耐えられないということである。 
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７ 断層面上のすべり方向と強震動の振動方向との関係 

８頁の図のとおり，熊本地震の前震の地震動の振幅は，断層の走向と同じ方

向及び直交する方向の２方向で大きくなっている。これには，断層面のすべり

の方向で決まる地震波の放射特性（ラディエーション・パターン radiation 

pattern2）と断層破壊の伝播方向（ディレクティビティ directivity3）とが

関係する。 

震源断層に近い強震動は，１９９５年兵庫県南部地震（Ｍ７．３）で強く認

識されたように，震源断層に直行する方向に強く揺れる。ディレクティビティ

効果によって断層直交方向の震動が卓越することが，モデル計算によっても明

らかにされた。かかる効果の影響を受け，南西－北東方向である震源断層の走

向と概ね平行して伸びていた鉄道や道路網などが，横倒しになり，あるいは横

方向にずれたのである。近似の研究により，このディレクティビティ効果は震

源断層近傍の普遍的な現象であることが明らかとなってきた（甲５１５，５１

６）。 

断層破壊を仮定した強震動予測は，次頁（１６頁）の図のように，断層面上

の要素断層が次々に破壊して生じる地震波の重ね合わせとして表現される。 

                                                   
2 断層運動（すべり）によって生じる地震波の振幅は，波の伝播方向に依存して変化する。こ

の方向特性をラディエーション・パターンと称する。 
3 断層面上で破壊の伝わる速さは S 波速度よりやや小さい。そのため，破壊の伝搬方向にある

観測点では，次々と伝わってくる断層破壊の震動が建設的に干渉して大きく増幅される。この

現象を「ディレクティビティ効果」と呼ぶ。救急車が近づいてくる際のドップラー効果に似て

いる。 
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微小な要素断層のＳ波のラディエーション・パターンは４象限型をしてお

り，最大振幅の方向は，断層すべりの方向とその直角方向とであり，その重

ね合わせも概ねこの方向性を保持している。このような指向性を有する水平

動成分の振幅は，地震計の設置方向に依存して変化するため，地震動の振幅

は，記録する地震計の設置方位によって見かけ上異なることとなる。 

被告関西電力は，大飯発電所の基準地震動（総括）として，最終的にＳｓ

－１～Ｓｓ－１９を策定し，最大加速度は，水平がＳｓ－４の８５６ガル，

鉛直がＳｓ－１４の６１３ガルと評価して，それぞれの加速度波形と応答ス

ペクトルを提示している。水平加速度ピーク値が最大のＳｓ－４は，ＮＳ方

向が５４６ガル，ＥＷ方向が８５６ガルである。しかし，表示されている加

速度波形が同位相（同時刻の波）であるとすると，最大のピーク値は，ＥＷ

成分の８５６ガルではなく，概ね北東－南西方向の１，０１５ガルである。

この方向はＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層モデルの走向に直交する。 
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水平動成分の基準地震動は，断層走向に応じてディレクティビティ効果を

考慮し，最大震動方向によって評価しなければならないのである。被告関西

電力はこれを怠っており，過小評価となっている。規制委員会でも，ディレ

クティビティ効果を踏まえた検討はなされていない。 

８ まとめ 

基準地震動を計算した大飯原発直下のアスペリティに熊本地震本震（Ｍ７．

３）の強震動生成域が生じたとすると，解放基盤における加速度ピーク値は，

関電地盤モデルでは水平動成分の向きにより最大１，０１３ガル，また３号

炉地盤モデルでは最大１，０９５ガルに達する（上記(6)）。これはＭ７．８

の地殻内地震を想定しているはずの基準地震動８５６ガルの１．１８～１．

２８倍である。また，解放基盤における応答スペクトルを基準地震動Ｓｓ－

１の応答スペクトルと比較すると，速度スペクトルの値はＭ６．５の前震で

さえ０．３秒以上の周期帯でＳｓ－１と同程度～２倍近く，Ｍ７．３の本震

では０．５秒以上の周期帯ではＳｓ－１の４倍に達する（同）。このように，

被告関西電力が独自に策定した基準地震動を耐震基準とした大飯原発は，２

０１６年熊本地震に耐えられない。 

熊本地震の観測記録の水平動成分は，断層モデルから射出される地震波の

ラディエーション・パターンとディレクティビティ効果とに起因して，断層

走向に平行な方向および直交方向の成分が大きい。基準地震動はＦＯ－Ｂ～

ＦＯ－Ａ～熊川断層を北西－南東走向の横ずれ断層としてモデル化している

ため，水平動成分をＮＳ・ＥＷの座標系で表すと，最大で３割程度過小に評

価することになる。 

以上のとおり，熊本地震にて現に観測された加速度記録を適用してみると，

大飯原発の基準地震動が過小評価であることが判明する。大阪北部地震で現

に観測された記録を元にした第６０準備書面と併せ，想定地震と現に発生し

た地震との違いを顕著に表すものであり，第６４準備書面その他でこれまで

原告が繰り返し指摘してきた過小評価の危険性をさらに裏付けている。 
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第３ 「おつきあい地震断層」について 

１ 技術の進歩によって認知されるようになった「おつきあい地震断層」 

技術の進歩により，２０１６年熊本地震以降，いわゆる「おつきあい地震断

層」の詳細が明らかとなってきた。それが，「だいち２号（ＡＬＯＳ－２）」

に搭載された合成開口レーダー（ＳＡＲ）である。ＳＡＲによって，２０１

６年の熊本地震（Ｍ７．３）以降，２０１８年の大阪府北部地震（Ｍ６．１），

北海道胆振東部地震（Ｍ６．７）で類似の特徴を有する地変が観測され，「お

つきあい地震断層」と呼称されて学会で認知されるようになってきた。 

これら「おつきあい地震断層」の共通した特徴は以下のとおりである。 

 

・ 標準的な長さは数ｋｍ，直線もしくはゆるやかな曲線状の変位が連続し，

断層を挟む変位量は数ｃｍから数１０ｃｍ程度である。 

・ 震源断層から離れており，震源断層または直接の分岐断層である可能性

は低い。 

・ 大きな地震動を出したとする証拠は確認されていない。 

・ 自ら動かずに受動的に動かされたと考えられ，大きな地震の原因ではな

く結果として断層変位が生じた。 

・ 走向や変位の向きは周辺の応力場と整合的である。 

 

以上の特徴から，おつきあい地震断層は，強震動を発生した震源断層付近の

既存の構造弱面が，地震を発生した地域の地殻応力によって強震動を発生す

ることなく「くい違い」，地表に直線状の変位として出現した地変と考えられ

ている。そして，このような受動的な断層の活動が地震時に多数発生し，そ

れ自身が大きな地震動を発生することはないが，地表のずれによる被害や地

震動の増幅をもたらすことになる。 

２ ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層に伴う「おつきあい地震断層」の危険性 

大飯原発サイトは直近のＦＯ－Ａ断層から南西に約２ｋｍ離れている。次頁

（１９頁）の上図のとおり，敷地にはＦ－１～Ｆ－６，ｆ－１～ｆ－４，Ａ～

Ｅの１５本の断層破砕帯が確認されている。 
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また，下図のとおり，破砕帯には無数のシームが付随しており，地盤の弱面

を形成している。 

 

従って，ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層によるマグニチュード７．８の地震

が発生すれば，これらの断層破砕帯に沿って「おつきあい地震断層」が生じ

ることになる。例えば，３号炉直下のＦ－３破砕帯は，長さ約１９０ｍ，最

大幅５０ｃｍ，走向はほぼ南北，傾斜角は北西約６０°である。若狭湾地域
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は東西方向に主圧力軸をもつ地殻応力下にあるので，Ｆ－３破砕帯では逆断

層が生じ，３号炉直下の北西側が最大１０数ｃｍ隆起する。 

基準地震動はＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層によるマグニチュード７．８の

地震を想定した強震動を評価しているが，おつきあい地震断層による地表変

位と，地表変位による地盤震動特性への影響は，地震による危険性として考

慮されていない。規制委員会の議論でも俎上に上がっていない。被告関西電

力は，最新の知見を耐震安全評価に組み込んでおらず，危険性が認められる。 

３ まとめ 

「だいち２号（ＡＬＯＳ－２）」に搭載された合成開口レーダー（ＳＡＲ）

により，２０１６年熊本地震（Ｍ７．３），２０１８年大阪府北部地震（Ｍ６．

１）および２０１８年北海道胆振東部地震（Ｍ６．７）に伴って「おつきあい

地震断層」が生じていることが明らかになった。 

このように，災害をもたらした地殻内の大地震では，地盤の弱面に沿って「お

つきあい地震断層」が生じていることから，ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層に

よるマグニチュード７．８の想定地震によっても大飯原発敷地に存在するＦ－

１～Ｆ－６，ｆ－１～ｆ－４，Ａ～Ｅの１５本の断層破砕帯に沿って「おつき

あい地震断層」が生じる危険性がある。「おつきあい地震断層」による地表変

位と地表変位による地盤震動特性への影響を耐震安全評価に組み込む必要があ

るのであり，それがなされていない現状では，危険が到底払拭できないのであ

る。 

 

第４ なぜＭが小さいのに基準地震動を超過するのか 

１ 序 

被告関西電力は，ＦＯ－Ｂ～ＦＯ－Ａ～熊川断層モデルによるＭ７．８の地

震を想定して基準地震動を策定している。これに対して熊本地震は，前震がＭ

６．５，本震がＭ７．３であり，地震エネルギーとしてみると，Ｍ７．８の地

震は，Ｍ６．５の地震の約９０倍，Ｍ７．３の地震の約５．６倍も大きなエネ

ルギーである。 

それにもかかわらず，Ｍ７．３の地震が発生した場合でも基準地震動を上回

る地震動が生ずることが明らかとなった（第２）。それはなぜか。 
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２ 震源特性の違い 

(1) 断層破壊の不均質性 

レシピによる基準地震動の計算では，各小断層で同じ波形の地震波が発生し，

次々値観測点に到達しているとする。しかも，小断層から次の小断層への破壊

伝播速度は一定である。 

実際は，震源断層面上で発生する地震波は，断層面上の場所によって異なる

（場所によって応力の大きさ，向きが違うため）うえ，破壊伝播速度も変化す

る。このため，観測点での実地震波形は，レシピによる計算波形に比べ，スム

ーズではなく，ギクシャクしており（バラついており）均質ではない。 

レシピは，これまでの観測波形の平均値（平均像）で考えているが，波動の

平均値が同じであっても，ギクシャクの程度によって，ピーク値，応答スペク

トルは変化することは自明である。このことは，平均値・平均像を用いること

の限界を如実に示すものである（第１６準備書面等）。 

(2) 断層走向の影響 

震源から出る波には，断層の走向と断層すべりの方向との関係に依存した放

射特性と破壊伝播に依存するディレクティビティ効果がある。ＦＯ－Ｂ～ＦＯ

－Ａ～熊川断層の場合，断層走向方向（北西－南東方向）および直交方向（北

東－南西方向）の震動成分が大きく（レシピ計算でも同様），ＮＳ・ＥＷ方向

では小さい。それにもかかわらず基準地震動はＮＳ・ＥＷで計算しているため，

それだけ過小評価となっているのである。 

熊本地震は，このことを明瞭に示している（上記第２・７）。 

３ サイト特性の違い（関電地盤モデルと３号炉地盤モデルの違い） 

(1) 解放基盤の速度の違い 

解放基盤の速度が大きいと地震動は小さく計算される。関電は，基準地震

動を計算するための地盤構造モデルを策定するにあたり，解放基盤の速度を，

物理探査および地質調査の結果を無視して，Ｐ波速度は４．６ｋｍ／ｓ，Ｓ

波速度は２．２ｋｍ／ｓといずれも大きく設定した（これは原子炉建設時の

許可申請時に用いた値を踏襲したもの）。例えば，試掘坑における弾性波探

査結果について関電自ら「解放基盤のＰ波速度を４．３ｋｍ／ｓと評価した」

と表明している（丙１９６・９，１０頁）にもかかわらずこれを無視したの



22 

 

である。さらに，３号炉付近の値は，Ｐ波速度は４ｋｍ／ｓ以下，Ｓ波速度

は２ｋｍ／ｓ以下である（甲４２２・４～７頁）。 

なお，被告関西電力が作為的に地盤構造モデルを策定していることについ

ては，原告第６９準備書面・第１（被告関西電力準備書面（２２）への反論）

で述べたとおりである。 

(2) 減衰量の違い 

地盤における地震波の減衰量が大きいと，当然，地震動は小さく計算され

る。被告関西電力は，地盤構造モデルの減衰量を算定するうえで，新潟平野

の土質地盤の知見を大飯の岩盤に流用し，散乱減衰の理論を展開しながら散

乱減衰の基本である周波数依存性について考慮していないなど，不合理な評

価をしている（甲４２２）。 

土質地盤では岩盤よりも減衰が大きいが，関電のモデルでは逆に，大飯岩

盤の減衰が，実測された大阪平野の土質地盤の減衰より１．５倍も大きいの

である（甲４８１）。これについても原告第６９準備書面・第１（被告関西

電力準備書面（２２）への反論）や原告第６０準備書面等で指摘している。 

以 上 

 


